
規

則 

児
童
福
祉
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

埼
玉
県
規
則
第
三
十
六
号 

 
 

 

児
童
福
祉
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

児
童
福
祉
法
施
行
細
則
（
昭
和
四
十
二
年
埼
玉
県
規
則
第
五
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。 

第
三
条
の
二
第
二
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

２ 

法
第
二
十
一
条
の
五
の
二
十
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
事
業
の
再
開
の
届
出
又
は
同
条
第
四
項

の
規
定
に
よ
る
事
業
の
廃
止
若
し
く
は
休
止
の
届
出
は
、
様
式
第
八
号
の
三
の
廃
止
・
休
止
・

再
開
届
出
書
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。 

第
七
条
第
二
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

２ 

法
第
二
十
四
条
の
十
四
の
規
定
に
よ
る
指
定
の
辞
退
は
、
様
式
第
二
十
四
号
の
指
定
障
害
児

入
所
施
設
指
定
辞
退
届
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。 

 
 

    

様
式
第
一
号
の
十
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

（
加
入
す
る
医
療
保
険
が
国
民
健
康
保
険
組
合
の
場
合
は
、
省
略
で
き
ま
せ
ん
。
）

 

 
 

 
 

 
 

 
 
申
請
者
氏
名

 

（
加
入
す
る
医
療
保
険
が
国
民
健
康
保
険
組
合
の
場
合
は
、
省
略
で
き
ま
せ
ん
。
）

 
 

 
 

 
 

 
 

 
申
請
者
氏
名

 

」
 

様
式
第
一
号
の
二
中 「

 を 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

に
改
め
る
。 

「
 

」
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 様式第１号の１２（第１条の２関係） 

 

  
小児慢性特定疾病医療受給者証（兼登録者証） 

 公 費 負 担 者 番 号   

 受 給 者 番 号   

 

 
 

居 住 地   

 氏   名   

 生 年 月 日      年  月  日  

 

 
 

居 住 地   

 氏   名  
受 診 者 
（要支援者） 
との続柄 

  

 有 効 期 間   

 
小 児 慢 性 特 定 

疾 病 の 名 称 
  

 
指定小児慢性特定 

疾 病 医 療 機 関 
  

 
小児慢性特定疾病 
登 録 者 証 

  

 自己負担上限月額 月額       円 階層区分   

 食 事 療 養 費   

 経由  

 

 上記のとおり認定します。 
     年  月  日 
 

埼玉県知事        □印   

 

教  示 

 

  備考 教示は、行政不服審査法又は行政事件訴訟法の規定による教示に関する規則（平

成１７年埼玉県規則第３号）別記第１の１の規定による文を記載して行うこと。 

 

受
診
者
／
要
支
援
者 

保

護

者
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様
式
第
八
号
の
三
及
び
様
式
第
八
号
の
四
を
削
り
、
様
式
第
八
号
の
五
を
様
式
第
八
号
の
三
と

す
る
。 

  

様
式
第
二
十
二
号
及
び
様
式
第
二
十
三
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 

附 

則 

 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
様
式
第
一
号
の
二
及
び
様

式
第
一
号
の
十
二
の
改
正
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
ず
る
。 

 

（
経
過
措
置
） 

２ 

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
児
童
福
祉
法
施
行
細
則
（
次
項
に
お
い
て
「
旧
規
則
」
と
い
う
。
）

に
定
め
る
様
式
に
よ
る
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
所
要
の
調
整
を
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

３ 

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
交
付
さ
れ
て
い
る
旧
規
則
様
式
第
一
号
の
十
二
に
よ
る
小
児
慢

性
特
定
疾
病
医
療
受
給
者
証
兼
登
録
者
証
は
、
改
正
後
の
児
童
福
祉
法
施
行
細
則
様
式
第
一
号

の
十
二
に
よ
る
小
児
慢
性
特
定
疾
病
医
療
受
給
者
証
兼
登
録
者
証
と
み
な
す
。 

７
 
開
始
予
定
年
月
日

 
「
７

 
開
始
予
定
年
月
日

 

 
８

 
有
効
期
限

 
 

 
」

 
様
式
第
二
十
一
号
中
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

」
を 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

に
改
め
る
。 

様
式
第
八
号
の
二
中
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

」
を 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

に
改
め
る
。 

７
 
開
始
予
定
年
月
日

 
「
７

 
開
始
予
定
年
月
日

 

 
８

 
有
効
期
限

 
 

 
」

 

様
式
第
二
十
二
号
及
び
様
式
第
二
十
三
号

 
削
除
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